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地
⽅
公
社
及
び
第
三
セ
ク
タ
ー
の
役
割

地
方

公
営

企
業

、
地

方
公

社
及

び
第

三
セ
ク
タ
ー
は

、
地

域
に
お
い
て
住

民
の

暮
ら

し
を
支

え
る
重

要
な
役

割
を
担

っ
て
い
る
。
一

方
で
、
経

営
が

著
し
く
悪

化
し
た
場

合
に

は
、
地

方
自

治
体

の
財

政
に
深

刻
な
影

響
を
及

ぼ
す
こ
と
が

懸
念

さ
れ

る
。
（
「
地

域
再

生
に
向

け
た
地

方
財

政
改

革
に
つ
い
て
の

意
見

」
（
平

成
2
5
年

６
月

５
日

付
け
地

方
財

政
審

議
会

意
見

）
）

政
審

議
会

意
見

）
）

＜
地

方
公

社
及

び
第

三
セ
ク
タ

の
規

模
と
業

務
＞

＜
地

方
公

社
及

び
第

三
セ
ク
タ
ー
の

規
模

と
業

務
＞

（
平

成
2
5
年

「
第

三
セ
ク
タ
ー
等

の
状

況
に
関

す
る
調

査
」
よ
り
）

○
法

人
数

8
,0
5
6
法

人
（
平

成
2
5
年

3
月

3
1日

）

○
出

資
総

額
約

6
兆

6
7
4
5
億

円
（
う
ち

地
方

公
共

団
体

出
資

額
約

4
兆

6
5
2
6
億

円
）
（
同

上
）

○
出

資
総

額
約

6
兆

6
,7
4
5
億

円
（
う
ち
、
地

方
公

共
団

体
出

資
額

約
4
兆

6
,5
2
6
億

円
）
（
同

上
）

○
役

職
員

数
3
0
万

1
,4
8
1
人

（
同

上
）

○
経

常
収

入
約

5
兆

9
0
7
5
億

円
（
法

人
の

平
成

2
4
年

度
決

算
）

○
経

常
収

入
約

5
兆

9
,0
7
5
億

円
（
法

人
の

平
成

2
4
年

度
決

算
）

○
資

産
総

額
約

2
7
兆

4
,2
3
6
億

円
（
同

上
）

※
１

「
法
人

数
」
「
出
資
総
額
」
及
び
「
役
職

員
数
」
は
、
地
方
公
共
団
体
が
出
資
す
る
法
人
（
社
団
・
財
団

・
会
社
法
法
人
）
、
地
方
三
公
社
（
地
方
住
宅
供
給
公

社
、

地
方
道
路
公
社
及
び
土
地
開
発
公
社
）
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
計
上
（
特
別
法
で
設

置
さ
れ
て
い
る
法
人
や
広
範
囲
で
活
動
す
る
金
融
機
関
、
電

力
会
社
・
ガ
ス
会
社
等
を
除
く
。
）

※
２

「
経
常
収
入
」
及
び
「
資
産
総
額
」
は
地
方
公
共
団
体
が
2
5
%
以
上
出
資
し
て
い
る
法
人
及
び
財
政
的
支
援
を
受
け
て
い
る
法
人
の
み
計
上
。
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第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
設
⽴
数
の
推
移

90
0

10
00

（
単

位
：
法
人

数
）

社
団
法
人

80
0

90
0

財
団
法
人

株
式
会
社

そ
の
他
会
社
法
法
人

60
0

70
0

地
方
三
公
社

地
方
独
立
行
政
法
人

40
0

50
0

20
0

30
0 0

10
0 0
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第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
法
⼈
数
・
出
資
額

（
単
位

：
百
万
円

）
（

単
位

：
百
万
円

）

う
ち

地
方

公
共

う
ち
地

方
公

共
区

分

25
年
度

調
査

24
年

度
調

査

法
人
数

出
資

総
額

法
人
数

出
資
総
額

う
ち

地
方

公
共

団
体

等
出

資
額

う
ち
地

方
公

共
団

体
等

出
資

額

第
三

セ
ク

タ
ー

6,
97

1
4,
25

9,
03

4
2,
23

7,
12

6
7,
18

1
4,
11

1,
49

8
2,
14

6,
77

8

法
人
数

出
資

総
額

法
人
数

出
資
総
額

社
団

法
人

・
財

団
法

人
3,
45

6
1,
09

8,
06

0
74

8,
50

7
3,
61

6
1,
15

9,
72

1
79

1,
13

9

会
社

法
法

人
3,
51

5
3,
16

0,
97

4
1,
48

8,
61

8
3,
56

5
2,
95

1,
77

7
1,
35

5,
63

9

地
方

三
公

社
98

1
1
13

6
25

2
1
13

6
25

2
1
03

3
1
15

7
18

7
1
15

7
18

7
地

方
三

公
社

98
1

1,
13

6,
25

2
1,
13

6,
25

2
1,
03

3
1,
15

7,
18

7
1,
15

7,
18

7

地
方

住
宅

供
給

公
社

49
2,
57

0
2,
57

0
51

2,
06

0
2,
06

0

地
方

道
路

公
社

36
1,
12

5,
49

1
1,
12

5,
49

1
38

1,
14

6,
46

5
1,
14

6,
46

5

土
地

開
発

公
社

89
6

8,
19

0
8,
19

0
94

4
8,
66

2
8,
66

2

第
三

セ
ク

タ
ー

及
び

地
方

三
公

社
7,
95

2
5,
39

5,
28

5
3,
37

3,
37

7
8,
21

4
5,
26

8,
68

5
3,
30

3,
96

5

地
方

独
立

行
政

法
人

10
4

1
27

9
19

8
1
27

9
19

8
94

1
23

5
37

0
1
23

5
37

0

成
在

成
「
第

等
総
務
省

地
方

独
立

行
政

法
人

10
4

1,
27

9,
19

8
1,
27

9,
19

8
94

1,
23

5,
37

0
1,
23

5,
37

0

8,
05

6
6,
67

4,
48

3
4,
65

2,
57

5
8,
30

8
6,
50

4,
05

5
4,
53

9,
33

6
総

計

※
表
の
社
団
法
人
・
財
団
法
人
及
び
会
社
法
法
人
は
、
地
方
公
共
団
体
が
出
資
又
は
出
え
ん
を
行

っ
て
い
る
法
人
で
あ
る
。

※
平
成
2
5
年
3
月
3
1
日
現
在
（
平
成
2
5
年
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
状
況
に
関
す
る
調
査
」
（
総
務
省

公
営
企
業
課
）
よ
り
）
。
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12
00

0

第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
数
の
推
移

10
,0
00

12
,0
00

8
05
6法

⼈

10
,1
11
法
⼈

8,
00

0

第
三
セ
クタ
ー
等
（
地
⽅
独
法
含
む
総
数
）

社
団
財
団
法
⼈

8,
05
6法

⼈

4,
00

0

6,
00

0
社
団
・財
団
法
⼈

会
社
法
（
商
法
）
法
⼈

地
⽅
三
公
社

2,
00

0 0

H1
5調

査
H1

6調
査

H1
7調

査
H1

8調
査

H1
9調

査
H2

0調
査

H2
1調

査
H2

2調
査

H2
3調

査
H2

4調
査

H2
5調

査

（
単

位
：

法
人
数

）
（

単
位
：

法
人
数

）

平
成

1
5
年

平
成

1
6
年

平
成
1
7
年

平
成
1
8
年

平
成
1
9
年

平
成

2
0
年

平
成

2
1
年

平
成

2
2
年

平
成

2
3
年

平
成

2
4
年

平
成
2
5
年

第
三
セ
ク

タ
ー
等

1
0
,1
1
1

9
,9
4
7

9
,6
0
9

9
,2
0
8

9
,0
0
7

8
,8
9
9

8
,7
2
9

8
,6
1
8

8
,4
8
4

8
,3
0
8

8
,0
5
6

う
ち
社
団
・

財
団
法
人

4
,6
3
6

4
,5
3
4

4
,3
9
0

4
,1
8
3

4
,0
5
1

3
,9
7
3

3
,8
6
3

3
,8
1
3

3
,7
2
3

3
,6
1
6

3
,4
5
6

う
ち
会
社
法

（
商
法
）

法
人

3
,8
2
1

3
,8
2
3

3
,8
2
7

3
,7
9
0

3
,7
2
4

3
,7
1
3

3
,6
7
2

3
,6
2
6

3
,5
9
4

3
,5
6
5

3
,5
1
5

地
方
三
公
社

1
,6
5
4

1
,5
9
0

1
,3
9
2

1
,2
2
7

1
,2
0
5

1
,1
7
5

1
,1
5
0

1
,1
1
7

1
,0
8
4

1
,0
3
3

9
8
1

※
表
の
社
団
法
人
・
財
団
法
人
及
び
会
社
法
法
人
は
、
地
方
公
共
団
体
が
出
資
又
は
出
え
ん
を
行

っ
て
い
る
法
人
で
あ
る
。

※
各
年
度
3
月
3
1
日
現
在
（
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
状
況
に
関
す
る
調
査
」
（
総
務
省
公
営
企
業
課
）
よ
り
）
。

地
方
三
公
社

1
,6
5
4

1
,5
9
0

1
,3
9
2

1
,2
2
7

1
,2
0
5

1
,1
7
5

1
,1
5
0

1
,1
1
7

1
,0
8
4

1
,0
3
3

9
8
1

地
方
独
立
行

政
法
人

0
0

0
8

2
7

3
8

4
4

6
2

8
3

9
4

1
0
4
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（各業務分野の分類） 

業務分野 分 類 

地域・都市開発 

①土地開発公社、②土地開発等の業務を行う法人、③住宅団地・工業団地造

成事業等を行う法人、④土地区画整理協会、⑤公園協会、⑥ステーションビ

ル、⑦土木工事の設計監理業務を行う法人、⑧都市計画の調査を行う法人 等

住宅・都市サービス 
①地方住宅供給公社、②住宅サービス公社、③住宅協会、④建築士協会、⑤

建築技術センター、⑥ガス供給会社、⑦熱供給公社 等 

観光・レジャー 
①観光開発公社、②観光物産振興公社、③観光振興公社、④観光バス会社、

⑤レジャー施設の管理運営を行う法人 等 

農林水産 

①農地保有合理化法人、②農産物安定基金協会、③造林公社、④畜産公社、

⑤漁業公社、⑥家畜畜産物衛生指導協会、⑦牛乳検査協会、⑧農業後継者育

成協会、⑨緑化センター、⑩農業（林業・漁業）信用基金協会、⑪林業従事

者退職金共済基金、⑫水産公害対策基金、⑬第一次産業活用村、⑭ワイン製

造会社、⑮農林水産関係の特産品の製造・販売・宣伝等を行う法人、⑯農産

物・畜産物・水産物の流通業務を行う法人 等 

商工 

①中小企業振興公社、②地場産業振興センター、③高度技術振興財団（テク

ノポリス開発機構等）、④工業技術振興協会、⑤中小企業情報センター、⑥コ

ンベンションビューロー、⑦中小企業会館、⑧産業展示館、⑨工業材料分析

センター、⑩産業振興基金、⑪国際貿易センター、⑫特産品の製造・販売・

宣伝等を行う法人（農林水産関係の特産品に関するものを除く） 等 

社会福祉・保健医療 

①国民年金福祉協会（国民年金保養センターの受託運営）、②大規模年金保養

基地の受託運営を行う法人、③勤労者いこいの村の管理運営を行う法人、 

④環境衛生指導センター、⑤長寿社会振興財団、⑥高齢者問題研究協会、 

⑦高齢者問題研究所、⑧アイバンク・腎バンク、⑨社会福祉基金、⑩交通事

故被災者援護協会、⑪検診センター、⑫救急医療情報センター、⑬医学総合

研究所、⑭民間社会福祉施設職員共済財団、⑮シルバー人材センター、 

⑯労働者福祉協会 等 

生活衛生 
①水道サービス協会、②下水道公社、③一般廃棄物（ゴミ、し尿等）及び産

業廃棄物の処理を行う法人、④ゴミの減量・リサイクルの推進を行う法人 等

運輸・道路 
①地方道路公社、②フェリーふ頭公社、③高速道路協会、④空港ターミナル

ビル、⑤鉄道、⑥モノレール、⑦流通ターミナル、⑧駐車場公社 等 

教育・文化 
①埋蔵文化財センター、②私学振興協会、③育英奨学会、④体育協会、 

⑤生涯学習協会、⑥交響楽団、⑦市民会館等の管理等を行う法人 等 

公害・自然環境保全 ①公害防止協会、②自然保護財団、③緑の基金 等 

情報処理 ①電子計算機センター、②流通業務サービス協会 等 

国際交流 ①国際交流協会、②国際交流基金 等 

その他 

①庁舎・職員会館の管理を行う法人、②行政情報センター、③消防協会、 

④暴力団追放県民センター、⑤テレビ放送会社（ケーブルテレビ会社を含む）、

⑥シンクタンク（都市計画等特定の目的・業務を持つものを除く） 等 
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第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
経
常
損
益
の
状
況

（
単

位
：

百
万

円
）

法
人

数
構

成
比

金
額

法
人

数
構

成
比

金
額

第
三

セ
ク

タ
ー

計
5
,7

0
5

1
2
7
,6

2
1

5
,9

1
6

1
1
9
,5

8
8

3
,4

2
9

6
0
.1

%
1
9
0
,9

2
4

3
,5

5
5

6
0
.1

%
2
0
8
,7

7
8

2
,2

7
6

3
9
.9

%
▲

 6
3
,3

0
3

2
,3

6
1

3
9
.9

%
▲

 8
9
,1

9
0

社
法

人
財

法
人

3
2
2
7

1
9

6
3
0

3
3
8
7

4
1

4
4
0

（
赤

字
法

人
）

区
分

2
5
年

度
調

査
2
4
年

度
調

査

（
黒

字
法

人
）

社
団

法
人

・
財

団
法

人
3
,2

2
7

1
9
,6

3
0

3
,3

8
7

4
1
,4

4
0

（
当

期
正

味
財

産
増

加
法

人
）

1
,6

9
1

5
2
.4

%
5
4
,6

7
0

1
,8

2
2

5
3
.8

%
9
2
,4

1
5

（
当

期
正

味
財

産
減

少
法

人
）

1
,5

3
6

4
7
.6

%
▲

 3
5
,0

4
0

1
,5

6
5

4
6
.2

%
▲

 5
0
,9

7
5

会
社

法
法

人
2
,4

7
8

1
0
7
,9

9
2

2
,5

2
9

7
8
,1

4
8

（
経

常
黒

字
法

人
）

1
,7

3
8

7
0
.1

%
1
3
6
,2

5
4

1
,7

3
3

6
8
.5

%
1
1
6
,3

6
3

（
経

常
赤

字
法

人
）

7
4
0

2
9

9
%

▲
2
8

2
6
2

7
9
6

3
1

5
%

▲
3
8

2
1
5

（
経

常
赤

字
法

人
）

7
4
0

2
9
.9

%
▲

 2
8
,2

6
2

7
9
6

3
1
.5

%
▲

 3
8
,2

1
5

地
方

三
公

社
9
7
8

4
1
,3

5
7

1
,0

3
1

3
4
,4

6
8

5
4
3

5
5
.5

%
5
2
,5

4
4

5
5
7

5
4
.0

%
4
9
,7

5
4

4
3
5

4
4
.5

%
▲

 1
1
,1

8
7

4
7
4

4
6
.0

%
▲

 1
5
,2

8
6

地
方

住
宅

供
給

公
社

4
7

2
1
,8

3
7

5
0

2
2
,3

1
8

（
経

常
黒

字
法

人
）

3
1

6
6
.0

%
2
6
,3

8
2

2
9

5
8
.0

%
2
6
,7

7
5

（
経

常
黒

字
法

人
）

（
経

常
赤

字
法

人
）

（
経

常
赤

字
法

人
）

1
6

3
4
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▲
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,5
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1

4
2
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,4

5
8
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方

道
路
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8
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1
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3
8
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6
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経
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黒

字
法

人
）

3
3

9
1
.7
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,2

1
7

3
3

8
6
.8

%
8
,4

6
7

（
経

常
赤

字
法

人
）

3
8
.3

%
▲

 3
0
1

5
1
3
.2

%
▲

 2
,0

8
2

土
地

開
発

公
社

8
9
5

1
0
,6

0
5

9
4
3

5
,7

6
5

（
経

常
黒

字
法

人
）

4
7
9

5
3
.5

%
1
6
,9

4
6

4
9
5

5
2
.5

%
1
4
,5

1
1

（
経

常
赤

字
法

人
）

4
1
6

4
6
.5

%
▲

 6
,3

4
1

4
4
8

4
7
.5

%
▲

 8
,7

4
6

第
三

セ
ク

タ
ー

及
び

6
,6

8
3

1
6
8
,9

7
9

6
,9

4
7

1
5
4
,0

5
6

地
方

三
公

社
（

経
常

黒
字

法
人

）
3
,9

7
2

5
9
.4

%
2
4
3
,4

6
8

4
,1

1
2

5
9
.2

%
2
5
8
,5

3
2

（
経

常
赤

字
法

人
）

2
,7

1
1

4
0
.6

%
▲

 7
4
,4

8
9

2
,8

3
5

4
0
.8

%
▲

 1
0
4
,4

7
6

地
方

独
立

行
政

法
人

1
0
4

3
7

5
0
7

9
4

2
7

2
6
4

地
方

独
立

行
政

法
人

1
0
4

3
7
,5

0
7

9
4

2
7
,2

6
4

9
6

9
2
.3

%
3
8
,5

3
7

8
4

8
9
.4

%
2
8
,5

8
8

8
7
.7

%
▲

 1
,0

3
0

1
0

1
0
.6

%
▲
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,3

2
3

6
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2
0
6
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8
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7
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4
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1
8
1
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2
1

4
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6
8

5
9
.9

%
2
8
2
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0
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4
,1

9
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5
9
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%
2
8
7
,1

2
0

2
7
1
9

4
0

1
%

▲
7
5

5
2
0

2
8
4
5

4
0

4
%

▲
1
0
5

7
9
9

（
赤

字
法

人
）

（
経

常
黒

字
法

人
）

（
経

常
赤

字
法

人
）

総
計

（
黒

字
法

人
）

※
表
の
社
団
法
人
・
財
団
法
人
及
び
会

社
法
法
人
は
、
①
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が
2
5
％
以
上
の
法
人
、
②
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が

2
5
％
未
満
で
あ
る
が
財
政
的
支
援
（

補
助
金
、
貸
付
金
、
損
失
補
償
）
を
受
け
て
い
る
法
人
の
合
計
。

※
平
成
2
4
年
度
末
直
近
の
決
算
に
よ
る
（
平
成
2
5
年
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
状
況
に
関
す
る
調
査
」
（
総
務
省
公
営
企
業
課
）
よ
り
）
。
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▲
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第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
純
資
産
⼜
は
正
味
財
産
の
状
況

（
単

位
：

百
万

円
）

法
人

数
構

成
比

純
資

産
額

又
は

正
味

財
産

額
法

人
数

構
成

比
純

資
産

額
又

は
正

味
財

産
額
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資

産
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過
）
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%
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分
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体
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人
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度
調

査
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査

（
資

産
超

過
）

5
,4

5
6

9
5
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▲
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▲
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%
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ク

タ
ー
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第
三

セ
ク

タ
ー

及
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社
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（
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立

行
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※
表
の
社
団
法
人
・
財
団
法
人
及
び
会

社
法
法
人
は
、
①
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が
2
5
％
以
上
の
法
人
、
②
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が

2
5
％
未
満
で
あ
る
が
財
政
的
支
援
（

補
助
金
、
貸
付
金
、
損
失
補
償
）
を
受
け
て
い
る
法
人
の
合
計
。

※
平
成
2
4
年
度
末
直
近
の
決
算
に
よ
る
（
平
成
2
5
年
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
状
況
に
関
す
る
調
査
」
（
総
務
省
公
営
企
業
課
）
よ
り
）
。
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第
三
セ
ク
タ
ー
等
に
対
す
る
地
⽅
公
共
団
体
の
補
助
⾦
交
付
の
状
況
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単
位
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常
収

益
経
常

収
益
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収
益
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収
益
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収
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%
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行
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9%
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3
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3
27

8
83
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第
三
セ

ク
タ

ー
及
び

地
方

三
公
社

※
表
の
社
団
法
人

財
団
法
人
及
び
会
社
法
法
人
は

①
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が

2
5
％
以
上
の
法
人

②
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が

地
方

独
立

行
政
法

人
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1
97
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%
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%
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%
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43
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%

40
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%
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88

2
53
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70
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計

※
表
の
社
団
法
人
・
財
団
法
人
及
び
会
社
法
法
人
は

、
①
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が
2
5
％
以
上
の
法
人
、
②
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が

2
5
％
未
満
で
あ
る
が
財
政
的
支
援
（
補
助
金
、
貸
付
金
、
損
失
補
償
）
を
受
け
て
い
る
法
人
の
合
計
。

※
平
成
2
4
年
度
末
直
近
の
決
算
に
よ
る
（
平
成
2
5
年
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
状
況
に
関
す
る
調
査
」
（
総
務
省
公
営
企
業
課
）
よ
り
）
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第
三
セ
ク
タ
ー
等
に
対
す
る
地
⽅
公
共
団
体
の
貸
付
⾦
の
状
況
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単
位
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）
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単
位
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万
円
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分
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年

度
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査
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か
ら

の
借

入
状
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方
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タ
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2
2
,9
2
6

土
地

開
発
公

社
8
9
5

2
6
2

2
9
.3
%

3
3
3
,5
8
5

9
4
3

2
9
0

3
0
.8
%

4
0
3
,6
5
8

第
三
セ

ク
タ

ー
及

び
地

方
三

公
社

6
,6
8
3

8
3
5

1
2
.5
%

4
,5
5
2
,5
3
2

6
,9
4
7

8
9
7

1
2
.9
%

4
,6
4
5
,4
8
5

地
方
独
立
行
政
法
人

1
0
4

4
4

4
2
3
%

4
4
3
7
9
4

9
4

3
8

4
0
4
%

3
7
3
6
9
5

※
表
の
社
団
法
人

財
団
法
人
及
び
会
社
法
法
人
は

①
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が

2
5
％
以
上
の
法
人

②
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が

地
方
独
立
行
政
法
人

1
0
4

4
4

4
2
.3
%

4
4
3
,7
9
4

9
4

3
8

4
0
.4
%

3
7
3
,6
9
5

6
,7
8
7

8
7
9

1
3
.0
%

4
,9
9
6
,3
2
6

7
,0
4
1

9
3
5

1
3
.3
%

5
,0
1
9
,1
7
9

総
計

※
表
の
社
団
法
人
・
財
団
法
人
及
び
会
社
法
法
人
は

、
①
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が
2
5
％
以
上
の
法
人
、
②
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が

2
5
％
未
満
で
あ
る
が
財
政
的
支
援
（
補
助
金
、
貸
付
金
、
損
失
補
償
）
を
受
け
て
い
る
法
人
の
合
計
。

※
平
成
2
4
年
度
末
直
近
の
決
算
に
よ
る
（
平
成
2
5
年
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
状
況
に
関
す
る
調
査
」
（
総
務
省
公
営
企
業
課
）
よ
り
）
。
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第
三
セ
ク
タ
ー
等
に
対
す
る
地
⽅
公
共
団
体
の
損
失
補
償
・
債
務
保
証
の
状
況 （

単
位
：
百
万
円
）

法
人
数

（
a）

残
高

法
人
数

（
b
）

構
成
比
①

（
b
/
a）

残
高

法
人
数

（
c）

構
成
比
②

（
c/

a）
残
高

（
H
2
5
調
査
）

5
,7
0
5

1
,3
3
8

3
,2
2
4
,4
6
1

3
3
3

2
4
.9
%

1
,2
5
1
,5
7
2

1
,2
5
1
,5
7
2

5
9
1
6

1
4
2
2

3
6
3
4
4
3
5

3
7
7

2
6
5
%

1
4
2
4
7
7
0

1
4
2
4
7
7
0

第
三

セ
ク
タ
ー

（
単
位
：
百
万
円
）

区
分

全
　
体

法
人
数

地
方
公
共
団
体
以
外
か
ら
の
借
入
金

損
失
補
償

債
務

債
務
保
証

損
失
補
償
債
務
残
高

＋
債
務
保
証
残
高

（
H
2
4
調
査
）

5
,9
1
6

1
,4
2
2

3
,6
3
4
,4
3
5

3
7
7

2
6
.5
%

1
,4
2
4
,7
7
0

1
,4
2
4
,7
7
0

（
H
2
5
調
査
）

3
,2
2
7

4
1
3

1
,2
1
7
,5
4
2

1
8
8

4
5
.5
%

9
6
7
,2
5
5

9
6
7
,2
5
5

（
H
2
4
調
査
）

3
,3
8
7

4
6
5

1
,3
9
9
,4
7
3

2
1
8

4
6
.9
%

1
,1
2
7
,6
8
9

1
,1
2
7
,6
8
9

（
H
2
5
調
査
）

2
,4
7
8

9
2
5

2
,0
0
6
,9
2
0

1
4
5

1
5
.7
%

2
8
4
,3
1
7

2
8
4
,3
1
7

（
H
2
4
調
査
）

2
5
2
9

9
5
7

2
2
3
4
9
6
1

1
5
9

1
6
6
%

2
9
7
0
8
1

2
9
7
0
8
1

社
団
法
人

・財
団
法
人

会
社
法
法

人
（
H
2
4
調
査
）

2
,5
2
9

9
5
7

2
,2
3
4
,9
6
1

1
5
9

1
6
.6
%

2
9
7
,0
8
1

2
9
7
,0
8
1

（
H
2
5
調
査
）

9
7
8

5
7
8

4
,3
1
9
,4
3
0

4
0

6
.9
%

3
4
3
,4
4
1

5
0
9

8
8
.1
%

3
,3
6
8
,4
3
8

3
,7
1
1
,8
7
9

（
H
2
4
調
査
）

1
,0
3
1

6
4
4

4
,8
9
7
,5
7
4

5
3

8
.2
%

4
9
7
,5
5
0

5
6
9

8
8
.4
%

3
,7
9
0
,3
1
2

4
,2
8
7
,8
6
2

（
H
2
5
調
査
）

4
7

3
0

7
8
6
,8
0
1

1
1

3
6
.7
%

2
7
2
,7
5
3

2
7
2
,7
5
3

（
H
2
4
調
査
）

5
0

3
6

9
2
1
2
9
7

1
6

4
4
4
%

3
7
2
1
1
3

3
7
2
1
1
3

地
方
三
公
社

地
方
住
宅

供
給
公
社

（
H
2
4
調
査
）

5
0

3
6

9
2
1
,2
9
7

1
6

4
4
.4
%

3
7
2
,1
1
3

3
7
2
,1
1
3

（
H
2
5
調
査
）

3
6

3
3

1
,8
6
8
,9
5
4

1
3
.0
%

1
0
,1
0
6

3
2

9
7
.0
%

1
,8
6
0
,4
2
9

1
,8
7
0
,5
3
6

（
H
2
4
調
査
）

3
8

3
5

1
,9
7
1
,1
9
2

1
2
.9
%

1
0
,9
5
3

3
4

9
7
.1
%

1
,9
6
8
,9
6
5

1
,9
7
9
,9
1
9

（
H
2
5
調
査
）

8
9
5

5
1
5

1
,6
6
3
,6
7
5

2
8

5
.4
%

6
0
,5
8
2

4
7
7

9
2
.6
%

1
,5
0
8
,0
0
9

1
,5
6
8
,5
9
0

（
H
2
4
調
査
）

9
4
3

5
7
3

2
0
0
5
0
8
5

3
6

6
3
%

1
1
4
4
8
4

5
3
5

9
3
4
%

1
8
2
1
3
4
6

1
9
3
5
8
3
1

土
地
開
発

公
社

地
方
道
路

公
社

（
H
2
4
調
査
）

9
4
3

5
7
3

2
,0
0
5
,0
8
5

3
6

6
.3
%

1
1
4
,4
8
4

5
3
5

9
3
.4
%

1
,8
2
1
,3
4
6

1
,9
3
5
,8
3
1

（
H
2
5
調
査
）

6
,6
8
3

1
,9
1
6

7
,5
4
3
,8
9
1

3
7
3

1
9
.5
%

1
,5
9
5
,0
1
3

5
0
9

2
6
.6
%

3
,3
6
8
,4
3
8

4
,9
6
3
,4
5
2

（
H
2
4
調
査
）

6
,9
4
7

2
,0
6
6

8
,5
3
2
,0
0
9

4
3
0

2
0
.8
%

1
,9
2
2
,3
2
0

5
6
9

2
7
.5
%

3
,7
9
0
,3
1
2

5
,7
1
2
,6
3
2

（
H
2
5
調
査
）

1
0
4

0
0

0
0
.0
%

0
0

（
H
2
4
調
査
）

9
4

0
0

0
0
0
%

0
0

第
三
セ
ク
タ
ー
及
び

地
方
三
公
社

地
方
独
立
行

政
法
人

※
表
の
社
団
法
人

財
団
法
人
及
び
会
社
法
法
人
は

①
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が

2
5
％
以
上
の
法
人

②
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が

（
H
2
4
調
査
）

9
4

0
0

0
0
.0
%

0
0

（
H
2
5
調
査
）

6
,7
8
7

1
,9
1
6

7
,5
4
3
,8
9
1

3
7
3

1
9
.5
%

1
,5
9
5
,0
1
3

5
0
9

2
6
.6
%

3
,3
6
8
,4
3
8

4
,9
6
3
,4
5
2

（
H
2
4
調
査
）

7
,0
4
1

2
,0
6
6

8
,5
3
2
,0
0
9

4
3
0

2
0
.8
%

1
,9
2
2
,3
2
0

5
6
9

2
7
.5
%

3
,7
9
0
,3
1
2

5
,7
1
2
,6
3
2

総
計

※
表
の
社
団
法
人
・
財
団
法
人
及
び
会
社
法
法
人
は

、
①
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が
2
5
％
以
上
の
法
人
、
②
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が

2
5
％
未
満
で
あ
る
が
財
政
的
支
援
（
補
助
金
、
貸
付
金
、
損
失
補
償
）
を
受
け
て
い
る
法
人
の
合
計
。

※
平
成
2
4
年
度
末
直
近
の
決
算
に
よ
る
（
平
成
2
5
年
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
状
況
に
関
す
る
調
査
」
（
総
務
省
公
営
企
業
課
）
よ
り
）
。
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財
政
の
再
⽣

健
全
段
階

財
政
の
早
期
健
全
化

地
⽅
公
共
団
体
財
政
健
全
化
法
の
概
要
①

○
自

主
的

な
改

善
努

力
に
よ
る
財

政
健

全
化

○
国

等
の

関
与

に
よ
る
確

実
な
再

生

・
財

政
再

生
計

画
の

策
定

（
議

会
の

議
決

）
、
外

部

財
政
の
再
⽣

○
指
標
の
整
備
と
情
報
開
示
の
徹

底

健
全
段
階

財
政
の
早
期
健
全
化

・
財

政
健

全
化

計
画

の
策

定
（
議

会
の

議
決

）
、

外
部

監
査

の
要

求
の

義
務

付
け

・
実

施
状

況
を
毎

年
度

議
会

に
報

告
し
公

表

・
早
期
健
全
化
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と

監
査
の
要
求
の
義
務
付
け

・
財

政
再

生
計

画
は

、
総

務
大

臣
に
協

議
し
、
同

意
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

【
同
意
無
】

・
災

害
復

旧
事

業
等

を
除

き
、
地

方
債

の
起

債
を
制

限

・
フ
ロ
ー
指

標
：
実

質
赤

字
比

率
、
連

結
実

質
赤

字
比

率
、
実

質
公

債
費

比
率

・
ス
ト
ッ
ク
指

標
：
将

来
負

担
比

率
＝

公
社

・
三
セ
ク
等
を
含
め
た
実
質
的
負
債
に
よ
る

指
標

早
期
健
全
化
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は

、
総

務
大

臣
又

は
知

事
が

必
要

な
勧

告

公
営
企
業
の
経
営
の
健
全
化

【
同
意
有
】

・
収
支
不
足
額
を
振
り
替
え
る
た
め
、
償
還
年
限
が
計
画
期

間
内
で
あ
る
地
方
債
（
再
生
振
替
特
例
債
）
の
起
債
可

・
財
政
運
営
が
計
画
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合

等
に
お
い
て
は

、
予

算
の

変
更

等
を
勧

告
︵ 健

︵ 財

指
標

→
監

査
委

員
の

審
査

に
付

し
議

会
に
報

告
し

公
表

健 全 財 政 ︶

財 政 悪 化 ︶
早
期
健
全
化
基
準

財
政
再
⽣
基
準

実
質

赤
字

比
率

連
結

実
質

赤
字

比
率

都
道

府
県

：
3.
75
%

市
町

村
：
11
.2
5%

～
15

%
都

道
府

県
：
8.
75
%

都
道

府
県

：
5%

市
町

村
：
20
%

都
道

府
県

：
15
%

３
年

間
（
平

成
2
1
年

度
か

ら
平

成
2
3
年

度
）
の

経
過

的
な
基

準
（
都

道
府

県
は

市
村
は

25
％

実
質

公
債

費
比

率

連
結

実
質

赤
字

比
率

将
来

負
担

比
率

市
町

村
：
16
.2
5%

～
20

%

都
道

府
県

・
政

令
市

：
40
0%

35
％

市
町

村
：
30
%

2
5
%
→

2
5
%
→

2
0%
、
市
区
町
村
は

4
0
%
→

4
0
%
→

3
5%
）を

設
け
て
い
る
。

指
標

の
公
表
は
平
成
１
９
年
度
決
算
か
ら
、
財
政
健
全

化
計
画

の

策
定

の
義

務
付

け
等

は
平

成
２
０
年

度
決

算
か

ら
適

用

将
来

負
担

比
率

市
町

村
：
35
0%

資
金

不
足

比
率

20
%

経
営
健
全
化
基
準

（
公
営
企
業
ご
と
）
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地
⽅
公
共
団
体
財
政
健
全
化
法
の
概
要
②

（
旧
制
度
）

実 質
実 質

（
旧
制
度
）

一
般

会
計

等
一
般
会

計

地 方 公

質 赤 字 比 率

連 結 実 質 赤
実 質

質 赤 字 比 率

特
別

会
計

公 共 団 体

赤 字 比 率

質 公 債 費 比 率

将 来 負 担
公

営
事

業
会

計
う
ち

公
営
企

業
会
計

資 金 不 足 比

率
担 比 率

不 良 債 務
会
計

率

※
公
営
企
業
会
計

ご
と
に
算
定

務

※
公
営
企
業
会
計

ご
と
に
算
定

一
部

事
務

組
合

・
広

域
連

合

地
方
公
社
・
第
三
セ
ク
タ
ー
等
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趣
旨

・
背

景

第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
抜
本
的
改
⾰
の
経
緯

第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
経
営
悪
化
や
、
地
方
公
共
団
体
財
政
健
全
化
法
の
全
面
施
行
（
平
成
2
1
年
度
以
降
）
に
よ
り
第
三
セ
ク

タ
ー
等
に
係
る
債
務
等
が
健
全
化
指
標
で
捕
捉
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
踏

ま
え
、
第

三
セ
ク
タ
ー
、
地

方
公

社
及

び
公

営
企

業
（
第

三
セ
ク
タ
ー
等

）
の

抜
本

的
改

革
（
事

業
の

意
義

、
採

算
性

等
を
踏

ま
え
た
法

人
・
会

計
の

存
廃

を
含

む
検

討
と
検

討
結

果
の

実
行

）
に
つ
い
て
、

先
送

り
を
す
る
こ
と
な
く
早

期
に
取

り
組

み
将

来
的

な
財

政
負

担
の

明
確

化
と
計

画
的

な
削

減
に
取

り
組
む
こ
と
が

求
め
ら
れ

た
先

送
り
を
す
る
こ
と
な
く
早

期
に
取

り
組

み
、
将

来
的

な
財

政
負

担
の

明
確

化
と
計

画
的

な
削

減
に
取

り
組
む
こ
と
が

求
め
ら
れ

た
。

○
「
第

三
セ
ク
タ
ー
等

の
抜

本
的

改
革

等
に
関

す
る
指

針
」
（
平

成
2
1
年

6
月

2
3
日

付
け
総

務
省

自
治

財
政

局
長

通
知

）
等

に
よ

り
平
成
2
1
年
度
か
ら
2
5
年

度
ま
で
の

間
に

「
第

三
セ
ク
タ

等
改

革
推

進
債

」
も
活

用
し
た
第

三
セ
ク
タ

等
の

存
廃

を
含

め

第
三

セ
ク
タ
ー
・
地

方
公

社
の

抜
本

改
革

り
、
平
成
2
1
年
度
か
ら
2
5
年

度
ま
で
の

間
に
、
「
第

三
セ
ク
タ
ー
等
改
革
推
進
債
」
も
活

用
し
た
第

三
セ
ク
タ
ー
等

の
存

廃
を
含

め
た
抜
本
的
改
革
へ
の
集
中
的
か
つ
積
極
的
な
取
組
を
要
請
。

平
成

2
1
年

度
か

ら
2
5
年

度
ま
で
の

間
に
、
基

本
的

に
す
べ

て
の

第
三

セ
ク
タ
ー
等

を
対

象
と
し
て
、
必

要
な
検

討
を
行

い
、
第

三
セ
ク
タ
ー
等

改
革

推
進

債
も
活
用
し
、
存
廃
を
含
め
た
抜
本
的
改
革

を
集
中
的
に
行
う
こ
と
を
要
請
。
（
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
抜
本
的
改
革
等
に
関
す
る
指
針
」
平
成
2
1
年
6
月
総
務
省
自
治
財
政
局
長
通
知
）

＜
主
な
要
請
内
容
＞

現
在

第
三

セ
ク
タ
ー
等

が
行

う
事

業
の

意
義

（
公

益
性

）
、
採

算
性

、
事

業
手

法
等

の
検

討
●

公
営

企
業

の
抜

本
改

革

情
報
開
示
の
徹
底
に
よ
る
責
任
の
明

確
化
等

存
続

す
る
第

三
セ
ク
タ
ー
等

の
指

導
監

督
等

（
公

的
支

援
の

限
定

（
特

に
損

失
補

償
は

行
う
べ

き
で
は

な
い
）
、
資

金
調

達
は

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の

考
え
方

を
基

本
と
す
る
べ

き
等

）

● ●

公
営

企
業

の
抜

本
改

革

第
三
セ
ク
タ
ー
・
地
方
公
社
と
同
様
、
平

成
2
1
年
度
か
ら
2
5
年
度
ま
で
の
間
に
、
第
三
セ
ク
タ
ー
等
改
革
推
進
債
の
活
用
も
念
頭
に
お
い
て
、
抜
本
的
改
革

の
推
進
を
集
中
的
に
行
う
こ
と
を
要
請
。
（
「
公
営
企
業
の
経
営
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
平
成
2
1
年
7
月
総
務
省
自
治
財
政
局
公
営

企
業
課
長
等
通
知
）

○
平

成
2
1
年

３
月

、
「
経

済
財

政
改

革
の

基
本

方
針

2
0
0
8
」
等

を
踏

ま
え
、
第

三
セ
ク
タ
ー
等

の
整

理
又

は
再

生
を
円

滑
に
実

施
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
地

方
財

政
法

の
一

部
改

正
に
よ
り
「
第

三
セ
ク
タ
ー
等

改
革

推
進

債
」
を
創

設
（
平

成
2
1
年

度
か

ら
2
5
年

度
ま
で
の

間
の

特
例

措
置

）
。
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第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
抜
本
的
改
⾰
の
成
果
と
課
題

○
平

成
2
1
年

度
か

ら
進

め
て
い
る
第

三
セ
ク
タ
ー
等

の
抜

本
的

改
革

は
、
全

国
的

に
見

れ
ば

、
地

方
公

共
団

体
に
よ

○
平

成
年

度
ら
進

め
る
第

ク
タ

等
抜

本
的

改
革

は
、

国
的

見
れ

ば
、
地

方
公

共
団

体
よ

る
財
政
支
援
の
大
幅
な
減
少
、
赤
字
法
人
や
債
務
超
過
法
人
の
整
理
等
、
相
当
の
成
果
が
挙
が
っ
て
い
る
。

○
第

三
セ
ク
タ
ー
等

改
革

推
進

債
は

、
現

時
点

で
１
兆

円
近

い
許

可
額

が
見

込
ま
れ

る
等

、
有

効
に
活

用
さ
れ

て
い
る
。

○
採
算
性
を
失

て
い
る
等
の
状
況
に
あ
る
第
三
セ
ク
タ

等
も

部
に
は
存
在
し
て
い
る

○
第

三
セ
ク
タ
ー
等

の
抜

本
的

改
革

の
進

捗
状

況

○
採
算
性
を
失

っ
て
い
る
等
の
状
況
に
あ
る
第
三
セ
ク
タ
ー
等
も
一
部
に
は
存
在
し
て
い
る
。

（
単

位
：
億

円
、
法

人
）

7
4
,7

8
4
.0

4
9
,6

3
4
.5

-3
3
.6

%

1
6
8
,4

1
2
.5

1
2
0
,9

6
4
.2

-2
8
.2

%

平
成

2
0
年

度
平

成
2
4
年

度
増

減
率

地
方

公
共

団
体

の
損

失
補

償
・
債

務
保

証
額

借
入

額

地
方

公
共

団
体

か
ら
の

借
入

額
4
6
,3

6
2
.2

4
5
,5

2
5
.3

-1
.8

%

地
方

公
共

団
体

以
外

か
ら
の

借
入

額
1
2
2
,0

5
0
.4

7
5
,4

3
8
.9

-3
8
.2

%

4
,3

7
8
.8

3
,0

0
2
.3

-3
1
.4

%
地

方
公

共
団

体
か

ら
の

補
助

金
等

交
付

額
,

,

8
,6

8
5

7
,9

5
2

-8
.4

%

経
常

赤
字

法
人

数
2
,7

8
3

2
,7

1
1

-2
.6

%

債
務

超
過

法
人

数
4
0
9

3
1
4

2
3

2
%

法
人

数
（
総

数
）

地
方

公
共

団
体

か
ら
の

補
助

金
等

交
付

額

※
各
年
度
の
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
状
況
に
関
す
る
調
査
」
（
公
営
企
業
課
）
に
よ
る
。

※
地
方
公
共
団
体
が
出
資
又
は
出
え
ん
を
行
っ
て
い
る
社
団
法
人
、
財
団
法
人
及
び
会
社
法
法
人
と
地
方
三
公
社
の
状
況
で
あ
る

（
特
別
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法

人
等
を
除
く
。
）
。

※
「
経
常
赤
字
法
人
数
」
「
債
務
超
過
法
人
数
」
は
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
が
2
5
%
未
満
の
法
人
及
び
財
政
援
助
を
行
っ
て
い
な
い
法
人
を
除
く
。

※
「
法
人
数
（
総
数
）
」
は
各
年
度
末
時
点
の
数
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
各
年
度
末
直
近
の
財
務
諸
表
に
よ
る
。

債
務

超
過

法
人

数
4
0
9

3
1
4

-2
3
.2

%

○
第

三
セ
ク
タ
ー
等

改
革

推
進

債
の

許
可

額
（
平
成
2
1
年
度
～
2
5
年
度
の
累
計
（
平
成
2
5
年

度
第
二
次
分
は
同
意
等
予
定
額
）
）

1
9
6
件

・
9
,5
4
1
億

円

（
第

三
セ
ク
タ
ー

3
1
件

・
1
,4
3
0
億

円
、
地

方
公

社
1
3
1
件

・
7
,0
8
5
億

円
、
公

営
企

業
3
4
件

・
1
,0
2
5
億

円
）
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第
三
セ
ク
タ
ー
等
に
対
す
る
地
⽅
公
共
団
体
の
損
失
補
償
・
債
務
保
証
等
の
推
移

16
0,
00
0 

（
億

円
）

合
計

地
方
公
共
団
体
か
ら
の
借
入
額

地
方
公
共
団
体
の
損
失
補
償
・
債
務
保
証
額

13
8,
06
8 

13
0,
88
3 

12
4,
99
1 

12
1,
14
6 

11
5,
43
6 

12
0,
00
0

14
0,
00
0 

地
方
公
共
団
体
の
損
失
補
償
・
債
務
保
証
額

,
10
8,
69
3 

10
3,
58
1 

95
,1
60

 

93
85
3

10
0,
00
0 

12
0,
00
0 

93
,8
53

 
86
,3
21

 
79
,8
86

 
74
,7
84

 
69
,4
15

 
62
,6
70

 
57
,1
26

 

49
,6
35

 
60
,0
00

 

80
,0
00

 

44
,2
15

 
44
,5
63

 
45
,1
05

 
46
,3
62

 
46
,0
22

 
46
,0
23

 
46
,4
55

 
45
,5
25

 

20
00
0

40
,0
00

  0 

20
,0
00
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地
方

公
共

団
体

が
財

政
的

支
援

を
行

っ
て
い
る
1
,9
2
8
法

人

地
⽅
公
共
団
体
の
抜
本
的
改
⾰
取
組
状
況
①

（
平

成
2
5
年
５
月
末
日
現
在
・
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
抜
本
的
改
革
に
係
る
取
組
状
況
調
査
」
よ
り
）

（
参

考
）

H
2
4

7
3
1現

在
現

状
計

財
政

的
リ
ス
ク
等

を
含

め
て
議

会
等
に

現
状

を
議

会
等

に
説

明
済

み
（財

政
的

議
会

等
に
対

し
て
特

段
H
2
4
.
7.
3
1現

在
現

状
計

含
め
て
議

会
等
に

説
明

済
み

説
明

済
み
（財

政
的

リ
ス
ク
は

説
明

せ
ず
）

議
会

等
に
対

し
て
特

段
の

説
明

を
行

わ
ず

①
抜

本
的

改
革

実
施

（
実

施
予

定
）

2
7
2

1
1
4
 

1
3
4
 

2
4
 

2
8
0

①
抜

本
改

革
実

施
（
実

施
予

定
）

1
4
.
1
%

1
3
.
5
%

②
存

続
方

針
（
財

政
的

リ
ス
ク
対

応
可

能
）

8
8
5
 

1
6
5
 

6
0
4
 

1
1
6
 

7
0
7
 

能
）

4
5
.
9
%

3
4
.
1
%

③
存

続
方

針
（
財

政
的

リ
ス
ク
対

応
困

難
・
財

政
的

リ
ス
ク
不

明
）

5
5
 

2
 

4
8
 

5
 

6
8
 

2
9
%

3
3
%

難
財

政
的

リ
ス
ク
不

明
）

2
.
9
%

3
.
3
%

④
方

針
未

定
（
検

討
中

・
未

着
手

等
）

7
1
6
 

2
6
 

4
7
1
 

2
1
9
 

1
,
0
1
6
 

3
7

1
%

4
9

1
%

3
7
.
1
%

4
9
.
1
%

計
1
,
9
2
8
 

3
0
7
 

1
,
2
5
7
 

3
6
4
 

2
,
0
7
1
 

1
0
0

0%
1
5

9
%

6
5

2
%

1
8

9
%

1
0
0

0%

※
「
財

政
的

支
援
を
行
っ
て
い
る
法

人
」と

は
、
地
方
公
共
団
体
が
貸
付
（
長
期
・
短
期
）
、
損
失
補
償
・債

務
保

証
を
行

っ
て
い
る
第

三
セ
ク
タ
ー
等

及
び
す
べ

て
の

地
方

三
公

社
で
あ
る
。

※
複
数

の
地

方
公

共
団

体
が

財
政

的
支
援
を
行

っ
て
い
る
法

人
に
つ
い
て
は

、
重

複
し
て
計

上
し
て
い
る
。

1
0
0
.
0%

1
5
.
9
%

6
5
.
2
%

1
8
.
9
%

1
0
0
.
0%
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○
方

針
が

未
定

（
検

討
中

・
未

着
手

）
で
あ
る
7
1
6
法

人
の

内
訳

（
財

政
的

リ
ス
ク
対

応
可

能
性

）

地
⽅
公
共
団
体
の
抜
本
的
改
⾰
取
組
状
況
②

○
方

針
が

未
定

（
検

討
中

未
着

手
）
で
あ
る
7
1
6
法

人
の

内
訳

（
財

政
的

リ
ス
ク
対

応
可

能
性

）

計
財

政
的

リ
ス
ク

対
応

可
能

財
政

的
リ
ス
ク

対
応

困
難

財
政

的
リ
ス
ク

検
証

中
財

政
的

リ
ス
ク

未
検

証

方
針

定
検

着
方

針
未
定

（
検

討
中

・
未

着
手
）

7
1
6
 

2
6
2
 

1
9
 

1
4
0
 

2
9
5
 

検
討
中

2
2
4
 

7
8
 

1
1
 

1
0
5
 

3
0
 

検
討
中
（
H
2
5
.
9
ま
で
に
結
論
）

4
1
 

1
7
 

5
 

1
9
 

0
 

検
討
中
（
H
2
5
.
1
0
～
H
2
6
.
3
に
結
論
）

5
6
 

2
1
 

2
 

2
5
 

8
 

検
討
中
（
H
2
6
.
4
以
降
に
結
論
又
は
時
期
未
定
）

1
2
7
 

4
0
 

4
 

6
1
 

2
2
 

未
着
手

4
9
2
 

1
8
4
 

8
3
5
 

2
6
5
 

抜
本
的
改
革
の
必
要
性
認
識

7
1
 

1
0
 

5
 

1
1
 

4
5
 

近
々
に
着
手
予
定

1
5
 

6
 

0
 

3
 

6
 

地
方
公
共
団
体
の
事
情
で
未
着
手

4
6

2
5

8
3
1

地
方
公
共
団
体
の
事
情
で
未
着
手

4
6
 

2
5
 

8
 

3
1
 

そ
の

他
1
0
 

2
0
 

0
 

8
 

抜
本
的
改
革
の
必
要
性
認
識

せ
ず

3
8
7
 

1
7
4
 

3
2
3
 

1
8
7
 

業
務
の
公
共
性
が
高
い
た
め
未
着
手

5
7

2
6

1
4

2
6

業
務
の
公
共
性
が
高
い
た
め
未
着
手

5
7
 

2
6
 

1
4

2
6
 

財
政

的
リ
ス
ク
が

小
さ
い
た
め
未

着
手

1
6
8
 

9
8
 

0
 

4
 

6
6
 

当
面

は
現

状
を
維

持
で
き
る
た
め
未

着
手

1
3
6
 

4
0
 

1
 

1
0
 

8
5
 

そ
の

他
2
6
 

1
0
 

1
 

5
 

1
0
 

抜
本
的
改
革
の
必
要
性
分
か
ら
ず

3
4
 

0
 

0
 

1
 

3
3
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第三セクター等改革推進債の経過措置に係る法令改正（いずれも

平成 26 年４月１日から施行する。）（下線部が改正部分）

地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）

（平成26年３月20日改正法律案成立（地方交付税法等の一部を改正する法律

案））

（公営企業の廃止等に係る地方債の特例）

第三十三条の五の七 地方公共団体（都道府県、市町村及び特別区に限る。

以下この条において同じ。）は、平成二十一年度から平成二十五年度まで（総

務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる行為を行うことその他の総

務省令で定める事項を定めた計画を平成二十六年五月三十一日までに総務大

臣に提出して、その承認を受けた地方公共団体にあつては、平成二十一年度

から平成二十八年度まで）の間に限り、次の各号に掲げる行為が当該地方公

共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合には、当

該各号に定める経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方

債を起こすことができる。

（略）

地方債に関する省令（平成十八年総務省令第五十四号）

（平成26年３月31日公布（都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する

省令及び地方債に関する省令の一部を改正する省令））

（法第三十三条の五の七第一項の計画に定める事項）

第二条の三 法第三十三条の五の七第一項に規定する総務省令で定める事項

は、次に掲げるものとする。

一 法第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為を行うこと

二 法第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為の対象となる公営企業、

公社（法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する公社をいう。附則第

二条の八において同じ。）又は法人（法第三十三条の五の七第一項第四号

に規定する法人をいう。）の名称

三 法第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為に係る検討の経緯及び

その内容

四 法第三十三条の五の七第一項の規定による地方債を起こす年度

五 法第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為が完了する年度
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（法第三十三条の五の七第一項の計画の承認）

第二条の四 総務大臣は、法第三十三条の五の七第一項の規定による計画の

提出があった日から二月以内に、提出者に対して当該計画を承認するかどう

かを通知しなければならない。

（都道府県知事への通知）

第二条の五 総務大臣は、法第三十三条の五の七第一項の規定による承認を

行ったときは、関係する都道府県知事に承認した内容を通知しなければなら

ない。

（略）
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